
 

自転車マナーアップ強化月間実施要綱 

１ 目的 

自転車利用者の交通安全意識の向上を図り，交通ルール遵守と交通マナーの向上により，交

通事故防止と危険・迷惑行為の防止を期し，県民運動として取り組む。 
 

２ 期間 

令和５年５月 1日（月）～５月 31日（水） 
 

３ 主催 

広島県交通対策協議会 
 

４ スローガン 

『自転車も 車社会の 責任者』 

 

５  重点項目 

（1） 「自転車安全利用五則」を活用した交通ルール遵守の徹底 

（2） 自転車ヘルメット着用の促進 

（3） 自転車の安全利用の促進 
 

６ 重点項目の主な推進内容 

(1)  「自転車安全利用五則」を活用した交通ルール遵守の徹底 

[自転車安全利用五則]（令和４年 11 月 1日中央交通安全対策会議交通対策本部決定） 

  ア 車道が原則，左側を通行 

    歩道は例外，歩行者を優先 

  イ 交差点では信号と一時停止を守って，安全確認 

  ウ 夜間はライトを点灯 

  エ 飲酒運転は禁止 

  オ ヘルメットを着用 

（2） 自転車ヘルメット着用の促進 

    全ての自転車利用者に対するヘルメット着用の努力義務の周知，広報，着用の促進 

   （改正道路交通法（令和５年４月１日施行）では，自転車利用者のヘルメット着用の努力

義務が規定された。） 

（3） 自転車の安全利用の促進 

  ア 自転車点検整備の促進 

  イ 幼児用座席でのヘルメット及びシートベルト着用の促進 

  ウ 自転車損害賠償保険等の加入義務の周知徹底，加入促進 

   （「広島県自転車の活用の推進及び安全で適正な利用の促進に関する条例」の制定により，

自転車の点検整備や幼児用座席でのヘルメット及びシートベルトの努力義務（令和４年

10 月６日施行），また，自転車損害賠償保険等の加入の義務（令和５年４月１日施行）

が規定された。） 
 

７  運動の取組み方 

（1） 共通 

○ 法改正による自転車ヘルメット着用の努力義務や条例制定による自転車損害賠償保険等

の加入義務等，新たな交通ルールの理解と促進を図る。 

〇 本運動の目的及び重点項目の周知広報を図る。 
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(2) 主催機関・団体及び市町は 

○ 組織の特性を活かして，地域住民が参加しやすい参加・体験・実践型の各種交通安全教

育や，街頭キャンペーン，街頭指導・保護誘導活動を実施又は協力する。 

○  ホームページ，広報用ポスター・チラシ，新聞，テレビ，ラジオ等の各種広報媒体を活

用した広報啓発活動を展開するとともに，自転車事故や事故防止対策の情報を積極的に提

供し，交通安全意識の向上を図る。 

○ 民間交通安全団体，交通ボランティア等との幅広い連携を図り，地域の自転車事故や走

行実態を踏まえた住民参加型のきめ細やかな運動を実施する。 

〇 所属職員への自転車の交通ルール遵守の周知徹底を図るとともに，自転車ヘルメット着

用や自転車損害賠償保険等の加入などの自転車の安全利用を指導する。 

(3) 地域・家庭では 

○ 家族みんなで，自転車事故の危険性や責任の重大性について話し合い，「自転車安全利用 

五則」等の交通ルール遵守と交通マナー向上への意識を高める。 

〇 家族が出かける際には，交通事故に遭わないように交通安全の声掛けを行う。 

〇 道路管理者等による地域の自転車通行に係る危険箇所の点検に協力し，その把握と解消 

に努める。 

（4） 保育所・幼稚園・小学校では 

  ○ 子供と保護者が一緒に学ぶ参加・体験・実践型の交通安全教室の開催等により，「自転車

安全利用五則」等の交通ルール遵守と交通マナーの向上を図る。 

（5） 中学校・高等学校では 

  ○ 参加・体験・実践型の交通安全教室等の開催や自転車事故の危険性・責任の重大性等の

教育により，「自転車安全利用五則」等の交通ルール遵守と交通マナーの向上を図る。 

（6） 職場では 

  ○ 参加・体験・実践型の交通安全教育等の開催や，社内ネットワーク，広報紙等を活用し

た自転車事故や事故防止対策の情報提供等により，「自転車安全利用五則」等の交通ルール

遵守と交通マナーの向上を図る。 

（7） 自転車利用者は 

○  車両の運転者としての責任を自覚し，「自転車安全利用五則」等の交通ルール遵守と交通

マナーを向上する。 

○ 反射材用品等を積極的に活用する。 

○ 歩道，駅周辺，商店街等において，通行の妨げとなる迷惑駐輪や自転車放置をしない。 

 

８ 留意事項 

今後の新型コロナウイルス感染症等の状況や，これに伴う県民の交通行動の変化等を注視し 

つつ，地域の実情に応じた運動の実施に努めるものとする。 

 


